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 （１）健康宣言事業所及び認定事業所の拡大 

実施状況          

  訪問事業所数 ８９事業所 

  健康宣言事業所数 ４１事業所 

１．「健康経営 」の普及・促進  

   ※「健康経営」は特定非営利活動法人健康経営研究会の登録商標 
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 ③ 事業所訪問（事業所まるごと対話）による「健康宣言」の促進（令和１年８月３１日時点） 

① ヘルス・マネジメント認定制度の実施状況（令和１年８月３１日時点） 

健康宣言事業所 ８６７事業所 

認定事業所 １２１事業所 

② 健康経営優良法人認定事業所 

健康経営優良法人2017    ９事業所 

健康経営優良法人2018   １４事業所 

健康経営優良法人201９   ２５事業所 

 健康経営優良法人認定制度とは、経済産業省が平成28年度に創設した健康経営に取り組む 
 優良な法人を認定する制度 
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健康宣言事業所 認定事業所 令和１年度目標950事業所 
（事業所数） 

④ ヘルス・マネジメント認定制度の実施状況（令和１年８月３１日時点） 

健康宣言事業所 ８６７事業所 

認定事業所 １２１事業所 

【健康宣言事業所数の推移】 

平成30年度目標700事業所 
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（２）ヘルスアップサポート事業の実施 

ⅰ）健康づくり出前講座【対象：認定事業所・健康宣言事業所】 
ⅱ）健康測定機器（血管年齢測定器6台・肺年齢測定器4台・体組成計2台・全自動血圧計2台） 
  の貸し出し（対象：平成31年4月から認定事業所・健康宣言事業所へ対象を拡大） 

≪ ヘルスアップサポート事業案内パンフレット（抜粋） ≫ 

①「ヘルス・マネジメント認定制度」認定事業所等に対する健康づくり支援事業    

② 申込状況【平成30年度】健康づくり出前講座４２件、健康測定機器貸出３８件 
 
 【令和1年8月31日時点】健康づくり出前講座２８件、健康測定機器貸出４３件 
    ・令和1年度実績内訳：血管年齢24件・肺年齢10件・体組成計7件・血圧計2件 
  ・9月以降の予約状況：血管年齢36件・肺年齢09件・体組成計9件・血圧計5件 
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① 健康経営セミナー１ 
  実施日①：令和１年８月５日（出雲） 参加者：20名 
  実施日②：令和１年８月５日（松江） 参加者：17名 
  実施日②：令和１年９月９日（浜田） 参加者：10名 
  概要：講演「少子高齢化を勝ち抜く“健康経営セミナー”」 
       「ヘルス・マネジメント認定制度について」（島根支部）他       
  共催：①全国健康保険協会島根支部、出雲商工会議所、平田商工会議所、アクサ生命保険株式会社 
     ②全国健康保険協会島根支部、松江商工会議所、アクサ生命保険株式会社 
     ③全国健康保険協会島根支部、浜田商工会議所、浜田圏域地域・職域連携推進協議会、 
      アクサ生命保険株式会社 
 
② 健康経営セミナー２ 
  実施予定日：令和１年９月２７日（松江） 
  概要：講演１「働き盛り世代への健康投資が職場と地域社会を変える（仮）」 
     講演２「実践企業に学ぶ健康経営」（株式会社テクノプロジェクト） 
     講演３「RIZAPトレーナーによる健康セミナー」 
  主催：島根県、山陰中央新報社 共催：全国健康保険協会島根支部 
 
③ コンソーシアム会議 
  実施予定日：令和１年９月２７日（松江）（上記健康経営セミナーの開催前）   
  目 的：県内企業に健康経営を周知・浸透させるための関係者（６団体１９名）が参集し、 
      連携・協力する取り組み内容の報告・協議を実施 
  関係者：内閣府経済財政諮問会議 専門委員 １名 
      島根県健康福祉部健康推進課 ２名  島根県商工労働部産業振興課 ４名 
      島根県商工会議所連合会   １名  アクサ生命保険株式会社   ５名 
      山陰中央新報社       ３名  全国健康保険協会島根支部  ３名 
 
 
  
 
 

（３）関係団体との共催による健康経営セミナー及びコンソーシアム会議の開催 
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【趣旨・目的】 

 協会けんぽと株式会社さんびる、三井住友海上火災保険株式会社山陰支店、AIG損害保険株式会社

松江支店、東京海上日動火災保険株式会社山陰支店、あいおいニッセイ同和損保株式会社島根支店、

住友生命保険相互会社松江支社は、相互に協力して、「ヘルス・マネジメント認定制度」の普及促進

を図り、健康宣言事業所の拡充を図ることを目的として連携協定を締結する。 

【連携協力事項】 

  ①「ヘルス・マネジメント認定制度」にかかる事業全般の周知・広報に関する事項 

  ②「ヘルス・マネジメント認定制度」の普及・推進にかかるセミナー等の開催に関する事項 

  ③ その他、前事項の目的を達成するため別途協力する事項 

（４）協力事業者との「ヘルス・マネジメント認定制度」事業における連携協定 
   （令和元年９月１７日） 



締結日 締結の相手方 

平成26年８月20日 島根県 

平成27年6月11日 
三師会（一括） 
島根県医師会、島根県歯科医師会、島根県薬剤師会 

平成27年7月15日 島根県国民健康保険団体連合会 

平成27年11月19日 
島根県内８市（一括） 
松江市・浜田市・出雲市・益田市・大田市・安来市・江津市・雲南市 

平成 2 8 年 3 月 7 日 
経済団体（一括） 
島根県商工会議所連合会、島根県商工会連合会、島根県中小企業団体中央会、島根県経営者協会 

平成28年4月28日 
金融機関 
山陰合同銀行、島根銀行 

平成28年5月11日 島根県社会保険労務士会 

平成29年7月19日 
島根県内１１町村（一括） 
奥出雲町、飯南町、川本町、美郷町、邑南町、津和野町、吉賀町、海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町 

平成29年11月28日 国立大学法人島根大学 

平成30年3月28日 アクサ生命保険株式会社山陰支社 

平成30年10月4日 健康保険組合連合会島根連合会 

令和元年 9月 1 7日 

株式会社さんびる、三井住友海上火災保険株式会社山陰支店、AIG損害保険株式会社松江支店 
東京海上日動火災保険株式会社山陰支店、あいおいニッセイ同和損保株式会社島根支店 
住友生命保険相互会社松江支社 

・締結団体数：４０団体 

【協会けんぽ島根支部の協定締結先一覧】 
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・締結団体数：34団体 
 （自治体20、健保連1、国保連1、医師会1、歯科医師会1、薬剤師会1、経済団体4、金融機関2、社労士会1、教育機関1、保険会社1） 



（５）禁煙支援研修会での講演 

 名 称：第11回禁煙支援研修会（禁煙支援新時代11） 

 主 催：特定非営利活動法人しまね子どもをたばこから守る会 

 共 催：松江市、島根産業保健総合支援センター 

 後 援：島根県、全国健康保険協会島根支部他20団体 

 実施日：令和1年9月15日（松江）  

 特別講演：「改正健康増進法で求められる病院、大学、官公庁、企業、レストラン等の禁煙化」 

       「事業場・学校医としての取り組み＜喫煙対策＞」他  

 シンポジウム： 「島根県のたばこ対策の取組」について（島根県） 

         「協会けんぽ島根支部における受動喫煙防止の取り組み」（島根支部）     

                                          他 

（６）地元新聞を活用した認定事業所の取り組み紹介 

  認定事業所における健康づくりの取組と経営者の思いを新聞（山陰中央新報）に掲載 

  次ページ参照 
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令和１年６月３０日 
 

山陰中央新報掲載 
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２．加入者等への意識啓発・情報提供（ポピュレーションアプローチ） 

・30年度に引き続き、協会けんぽ、島根県国民健康保険団体連合会、山陰合同銀行健保組合、 
 山陰自動車業健康保険組合の県内４保険者共催のウォーキング大会を３会場にて開催する。 
・インストラクターによるウォーキング指導後、ウォーキングを実施し、健康づくりのきっかけ 
 を提供する。 
・スタート前およびゴール後に血管年齢測定器、肺年齢測定器、体組成計による健康測定を実施 
 する。 
・各種健康啓発資料を配布する。 

 
 

（１）いきいきチャレンジウォーク２０１９の開催（予定） 

（２）イベントにおけるブース出展 
  エリ８祭り（主催：TSK山陰中央テレビ） 
  【実施内容】 
  ・令和１年８月３日～４日実施 
  ・医療費適正化に関する情報提供（ジェネリック医薬品希望シール・お薬手帳カバー等の配布） 
  ・健康測定の実施（血管年齢測定、肺年齢測定、体組成計測） 
  ・来訪者：約20,000人、協会けんぽブース来訪者481人 

会場 開催予定日 コース 定員 

松江会場 令和1年10月26日 松江城周辺 150 

出雲会場 令和1年10月19日 木綿街道周辺 150 

浜田会場 令和1年10月5日 浜田マリン大橋周辺 100 

【実施予定】  
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 （３）健康保険委員活動の活性化（セミナー、広報誌の発行、表彰の実施） 

 ① 健康保険委員交流会の開催 

開催日 会場 
参加者数
（名） 

令和1年9月10日（火） くにびきメッセ 小ホール 49 

令和1年9月4日（水） 
ニューウェルシティ出雲 
銀河の間 

33 

令和1年9月6日（金） いわみ～る401研修室 25 

  【開催日程等】 

  ・主催 : 協会けんぽ島根支部  ・共催：島根県  ・後援：山陰中央新報社 
 
   
 

内容 講師 

第1部 
「協会けんぽ事業と職場の健康づくり」 
「しまね☆まめなカンパニーについて」  

協会けんぽ島根支部 
島根県 

第2部 
「職場や家庭で始める運動習慣」 
「健康づくりメニューの紹介」 

株式会社さんびる 
協会けんぽ島根支部 

第3部  健康測定会（２０分） 

 健康保険委員として必要な知識を習得していただくとともに、委員同士の交流を深め、健康 
 づくり等の取り組みについて情報交換する機会を提供。（令和1年9月、３会場で開催）   

   【内容等】 

11 



【事業概要】 
    

 協会けんぽと事業所との橋渡し役を担っていただく健康保険委員の拡大に向けた取り組みとして、 
 文書及び電話勧奨を実施（8月～10月） 

【健康保険委員数の推移】 

② 健康保険委員の拡大の取組み 
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令和１年度末 
目標2,600人 



島根支部の糖代謝リスクの保有率を全国平均以下にする。 

□ 糖代謝リスクを抱えている者が多いことについて、「その他運輸業」の事業主及び従業員の皆様が理解し、対策を  
  

 図る事業所が増える。 
 

□ 早期に糖代謝リスクへ対応するために、医療機関を受診する人が増える。 
 

□ 糖代謝リスクについて理解し、対策を考える人が増える。 
 

３．島根支部のデータヘルス計画 

上位目標 

下位目標 

目標を達成するための手段（３本柱） 

〈Ⅰ〉 
 

事業主等の健康づくり意識 
 

の熟成を目指した取組 
 

〈Ⅱ〉 
 

重症化予防対策 
 

（医療機関への受診促進） 
 

〈Ⅲ〉 
 

加入者等への 
 

意識啓発・情報提供 
 

コラボヘルス ポピュレーションアプローチ ハイリスクアプローチ 
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代謝（空腹時血糖）リスクの保有率を全国平均以下にする 

（１）第２期データヘルス計画（平成30年度～令和5年度）の概要 

島根支部の健康課題 

原因となる生活習慣 

・30分以上の運動習慣のある人の 
年齢調整割合 
男性：15.1％  全国46位(全国22.2％） 
女性：8.9％    全国47位(全国14.7％) 
※協会けんぽ問診票データ分析報告書2014 

 
・喫煙者の年齢調整割合 
男性：42.5％  全国18位(全国43.7％) 
女性：11.3％  全国2位  (全国16.9％) 
※協会けんぽ都道府県支部別健診データ（平成   
   27年度） 

生活習慣病予備群 生活習慣病→重症化 

・代謝（空腹時血糖）リスクの保有率 
男性：20.5％  全国41位(全国17.6％) 
女性：8.7％  全国43位(全国7.4％) 
全体：16.0％  全国41位(全国14.1％) 
※協会けんぽ都道府県支部別健診データ(平成27   
   年度) 
 

・糖尿病腎症による新規透析導入者 
割合（人口10万人に対して） 
    2010年      2015年   
（島根県）11.6人      13.5人 
（全 国）12.9人    12.9人 
※日本透析医学会より 
 

・既往歴（腎不全・人工透析）者の 
年齢調整割合 
男性：2.0％  全国45位(全国0.5％) 
女性：1.7％  全国46位(全国0.3％) 
※協会けんぽ問診票データ分析報告書2014 

 糖尿病の 
リスク大！！ 

平均寿命（2015年）男性：80.79歳 全国23位(全国平均：80.73歳) 女性：87.64歳 全国3位(全国平均：86.99歳) 
と、平均寿命は全国平均を上回っているが 
健康寿命（2013年）男性：70.97歳 全国30位(全国平均：71.19歳) 女性：73.80歳 全国38位(全国平均：74.21歳) 
と、平均寿命と健康寿命とのかい離の要因となっている。（厚生労働省データ） 

結
果 

上位目標※ 
※【重大な疾患の発症を防ぐ】（10年以上経過後に達する目標） 
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○ヘルス・マネジメント認定制度における健康宣言事業所の代謝リスク保有率を支部平均より３％以上下げる 
（参考）平成29年度健康宣言事業所の代謝リスク 男性：20.4％、女性9.5％、全体16.4％ 
 

○特定保健指導対象者の減少率を40％以上にする 
（参考）平成27年度 38.3％、平成28年度 36.5％、平成29年度 34.3％ 
  

○島根県における糖尿病腎症による新規透析導入者割合を継続して10人以下にする（人口10万人対） 
（参考）平成23年度～27年度の平均：10.8人、平成２７年度：13.5人  

中位目標※ 
※【検査値等が改善する】（6年後に達成する目標） 

下位目標（中位目標に近づく手段） 具体的な施策 
〈重症化予防〉 
１．重症化予防事業について、県下市町村と共同して 
  実施する 
  

２．受診勧奨（健診結果要治療者）後３か月以内に、 
  医療機関を受診した者の割合を20.0％以上にする 

１．各市町村において実施（予定）をしている糖尿病腎症の対策について、対象者を国民健康保険加入者から
協会けんぽ加入者に拡大し、該当者に医療機関受診、保健指導利用を勧奨する。 
２．健診結果で要治療と判定されたにもかかわらず、医療機関を受診していない治療放置者に対し、医療機関
への受診勧奨を実施する。 
・本部で実施する一次勧奨実施後に、文書および電話による二次勧奨を実施（値高値者） 
・上記二次勧奨に複数年該当している未受診者に対し、訪問による受診勧奨(保健指導時）を実施 
・血糖値について健診結果で要治療または要精密検査と判定されたにも関わらず、未受診の者へ訪問による
受診勧奨(保健指導時）を実施 

〈特定保健指導〉 
３．特定保健指導の実施率を35.0％以上にする 

３．特定保健指導の実施率向上に向けて、外部委託を拡大するとともに、加入者へその重要性を訴求する。 
・外部専門機関における委託件数の拡大  ・健診機関における委託件数の拡大 
・保健指導の重要性の広報           ・保健指導実施者のスキルアップ   
・健診当日の初回面談の実施機関の拡大 

〈特定健診〉 
４．特定健康診査の受診率を65.0％以上にする 

４．被保険者の健診について、外部機関（健診機関等）と連携した生活習慣病予防健診利用者の拡大、事業
者健診結果データの取得勧奨の実施。 
 被扶養者の健診について、利便性に向上のためがん検診との同時実施の拡大するとともに、これまで実施し
てない新たな手法の検討・実施による特定健診受診率の向上を図る。 

〈事業主や加入者等への意識啓発・情報提供〉 
５．その他運輸業を含む健康宣言事業所を1,300事業 
  所以上、認定事業所数を健康宣言事業所の２割以 
  上にする 
  

６．ウォーキング大会を年２回以上実施し、参加者アッ 
  プを図る 
  

７．喫煙率を男性：31.4％、女性：7.5％以下にする 

５．健康宣言事業所を増やすため、事業所訪問やＤＭ等による勧奨を実施する。また、健康宣言事業所が認定
を目指して健康づくりを促進できるよう事業所へのサポートを充実させ、認定事業所数を健康宣言事業所の２
割以上となるよう支援していく。 
・訪問事業の実施   ・健康保険委員への広報      ・島根県・山陰中央新報社による広報   
・優遇制度の拡充   ・ロゴマークの普及と価値向上   ・協定締結先との連携強化 
６．事業所への積極的な広報だけでなく、他の保険者とも連携して実施する。 
・健康保険委員および健康宣言事業所への参加勧奨   ・保健指導の際の参加勧奨 
・量販店および健診機関へのポスター掲示依頼       ・島根県・山陰中央新報社への広報依頼 
・開催地域の自治体や商工会議所等への広報依頼     ・健康測定ブースを設置 
７．事業所、関係機関と連携して受動喫煙対策に取り組む 
・各圏域の保健所で共同のセミナー、研修会等の実施   ・「たばこ対策」出前講座の実施 15 

※優先順位順 



平成27年度 平成2８年度 平成2９年度 

全国平均 14.1％ 14.4％ 14.8％ 

島根支部 16.0％ 16.0％ 16.7％ 

島根男性 20.5％ 20.3％ 21.1％ 

島根女性 8.7％ 9.0％ 9.6％ 

（２）代謝（血糖値）リスク保有率の推移 
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性別・年代別の代謝（血糖値）リスク保有率 

男性 女性 

島根 全国 

35～39歳 40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳 65～69歳 70～74歳 

島根 6.6% 10.7% 16.1% 22.4% 29.6% 33.3% 38.3% 40.7%

全国 5.8% 9.5% 14.4% 20.6% 26.3% 30.9% 34.4% 37.3%
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35～39歳 40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳 65～69歳 70～74歳 

島根 2.5% 3.7% 6.0% 8.8% 12.6% 18.6% 24.6% 28.5%

全国 2.4% 3.5% 5.2% 7.6% 11.4% 15.5% 19.1% 21.9%
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代謝リスクは全ての年代で全国平均より悪く、高年齢層ほど差が大きい。 



（３）データヘルス計画（具体策）の令和１年度の進捗状況 

目標達成手段（３本柱） 具体策 進捗状況 

〈Ⅰ〉健康づくり意識の醸成 

事業所まるごと対話事業 平成29年6月から実施 

健康測定機器の貸出事業拡大 
令和１年７月から健康宣言事業所に
貸出を開始 

〈Ⅱ〉重症化予防対策 

３５歳～７４歳の代謝リスクが高い
方への受診勧奨（文書） 

平成30年度に引き続き実施 

３５歳～７４歳の代謝リスクが高い
方への保健指導 

平成30年度に引き続き実施 

〈Ⅲ〉意識啓発・情報提供 

健康経営セミナーの開催 

出雲：令和１年８月５日に開催 

松江：令和１年８月５日に開催 

浜田：令和１年９月９日に開催 

イベントブースの出展 

・山陰中央テレビ主催のイベントに 
 出展（令和1年8月3～4日開催） 
・歯科医師会主催のイベントに出展 
 を計画（毎年１１月初旬開催） 

ウォーキング大会の開催 

松江：令和1年10月26日開催予定 

出雲：令和1年10月19日開催予定 

浜田：令和1年10月5日開催予定 
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４．重症化予防対策（ハイリスクアプローチ） 

（１）代謝リスクが高い方への保健指導（医療機関への受診促進） 

健診結果で要治療と判定されたにもかかわらず、医療機関を受診していない治療放置者に対し、 

生活習慣病の重症化や合併症の予防を図るため、保健指導による医療機関への受診勧奨を実施 
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 ・ 平成28年度より江津市で実施している糖尿病性腎症重症化予防事業において、協会けんぽの
被保険者も対象者とし、江津市の保健師等による保健指導を実施。 

【事業概要】 

（２）糖尿病性腎症重症化予防対策 

 糖尿病が重症化するリスクの高い未受診者・治療中断者を受診に結びつけるとともに、糖尿病通
院者で生活指導が必要な人に対して保健指導を行い、人工透析への移行を防止する。 

○ 江津市との連携 

 ・令和1年８月末現在、3名の対象者を江津市に情報提供。 
  そのうち２名が医療機関を受診した。 
 
○ 外部委託での実施 【令和１年度新規】 

 ・ 島根県の重症化予防プログラムの基準に基づき対象者を選定し、外部専門機関に重症化予防指
導の参加勧奨および重症化予防指導を委託実施。 

１．対象者 

生活習慣病予防健診受診者のうち、次の①～③すべてに該当する者。 
①HbA1c（NGSP値）6.5％以上または空腹時血糖126mg/dl以上 
②尿タンパク ＋ 以上 
③eGFR30（ml/分/1.73㎡） 



２．実施方法 

協会けんぽ 
協会けんぽが 
委託する 
事業者 

対象者 
①参加勧奨 

県医師会 
（郡市医師会） 

かかりつけ
医 

③重症化予防指導の同意確認 

④重症化予防指導の同意（指示） 

受診 

⑦保健指導実施状況の報告 
 ・初回面談終了後 ・3か月後 ・6か月後 

⑤医療情報提供 
 保健指導に関する指示 

協
力
依
頼
・
連
携 

事業説明 

 

 

 

 

 
 

参加勧奨の流れ    ①～④ 重症化予防指導の流れ ⑤～⑦ 

②保健指導プログラムへの参加申込 

④ ⑤ 

対象者 
（参加勧奨に
応じた方） 

実施状況報告 

業務委託 

⑥重症化予防指導の実施 

⑦ ③ 

※対象者が受診勧奨に応じなかった場合、 
重症化予防指導の流れは発生しない 
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３．事業期間・目標 

令和元年８月～令和２年３月（令和元年８月２１日～令和元年９月４日で参加勧奨） 
１０名の重症化予防指導参加を目標とする。 

４．事業状況 

上記参加勧奨期間で２３名の申込みあり。 
今後重症化予防指導を実施していく。 
 
糖尿病性腎症重症化予防事業における、重症化予防指導の参加者はこれまで０名であった。 
このたびの２３名の申込みは前進ではあるが、今後の指導からの脱落防止、事業の効果測定を検討しながら次の
事業展開につなげていきたい。 


